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　改正マンション管理適正化法に基づく管理計画認定マンショ
ン等一定の要件を満たすマンションについて、長寿命化に資す
る一定の大規模修繕工事を令和5年4月1日から令和7年3月31
日までの間に実施した場合に、当該大規模修繕工事が完了した
翌年度分の建物に係る固定資産税額の3分の1に相当する額を
減額する。

【対象となるマンションの要件】
　①築後20年以上が経過している10戸以上のマンションであ
　　ること
　②大規模修繕工事を過去に1回以上適切に行っていること
　③長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために
　　必要な修繕積立金が確保されていること。
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